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は
じ
め
に

昭
和
戦
前
期
の
政
党
内
閣
の
下
で
、
警
察
と
政
党
は
癒
着
を
深
め
て
い
っ
た
。

大
阪
府
警
察
官
で
あ
っ
た
溝
渕
増
巳
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
選
挙
に
お
い
て
、
警

察
署
長
は
高
等
係
（
高
等
警
察
）
に
命
じ
て
、
政
党
各
候
補
者
の
予
想
得
票
数

の
調
査
を
さ
せ
た
。
予
想
得
票
の
誤
り
は
署
長
や
高
等
主
任
の
進
退
問
題
に
関

わ
る
た
め
、
野
党
系
候
補
の
違
反
を
探
す
、
有
力
者
を
別
件
で
呼
び
出
す
な
ど

の
方
法
を
使
用
し
て
、
予
想
得
票
数
と
い
う
「
目
標
へ
追
ひ
込
む
」。「
高
等
係

は
か
く
し
て
完
全
な
選
挙
運
動
屋
」
に
な
る
）
1
（

。

桂
園
時
代
以
降
、
政
党
が
人
事
面
で
の
優
遇
を
通
し
て
、
内
務
官
僚
を
自
ら

の
勢
力
に
取
り
込
む
一
方
、
内
務
三
役
（
内
務
次
官
・
警
視
総
監
・
警
保
局
長
）

や
県
知
事
に
政
党
系
官
僚
を
配
置
し
て
、
内
務
省
を
掌
握
し
て
い
た
（
内
務
省

の
政
党
化
）
2
（

）。
黒
澤
良
に
よ
れ
ば
、
政
党
化
の
背
景
に
は
利
権
の
掌
握
、
警
察

に
よ
る
情
報
収
集
や
選
挙
干
渉
に
よ
っ
て
、
党
勢
拡
張
を
図
る
政
党
の
意
向
が

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
男
子
普
通
選
挙
を
導
入
し
た
昭
和
初
期
の
政
党
内
閣
で
は
、

内
務
省
・
府
県
の
幹
部
、
そ
し
て
地
域
の
一
般
警
察
官
ま
で
を
含
む
広
範
な
ポ

ス
ト
が
党
派
的
理
由
で
す
げ
替
え
ら
れ
た
）
3
（

。
升
味
準
之
輔
や
伊
藤
隆
は
昭
和
初

期
の
政
党
政
治
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
県
部
長
以
上
の
地
方
官
、
内
務
省

局
長
以
上
の
人
事
を
詳
細
に
分
析
し
、
所
属
す
る
党
派
に
よ
っ
て
、
官
僚
の
身

分
が
左
右
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
）
4
（

。

し
か
し
警
察
組
織
は
、
高
等
文
官
試
験
に
合
格
し
た
エ
リ
ー
ト
内
務
官
僚

（
有
資
格
者
）
と
、
府
県
の
巡
査
と
し
て
採
用
さ
れ
た
一
般
警
察
官
（
無
資
格

者
）
の
二
層
に
分
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
警
察
組
織
に
お
い

て
、
内
務
省
の
政
党
化
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
は
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
昭
和
戦
前
の
警
察
組
織
の
派
閥
構
造
も
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
文
で
は
、
昭
和
初
期
の
警
察
組
織
の
派

閥
が
政
党
や
政
治
活
動
の
有
無
、
更
に
非
政
治
的
な
情
誼
や
人
間
関
係
に
よ
っ

て
重
層
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
警
察

内
部
の
派
閥
が
警
察
人
事
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
把
握
す
る
。
本
論
文
で
は
、
昭

昭
和
初
期
の
警
視
庁
人
事

│
│
組
織
内
派
閥
の
検
討
│
│

野

間

龍

一
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和
初
期
の
警
察
人
事
・
派
閥
に
関
す
る
史
料
が
豊
富
で
あ
る
警
視
庁
を
分
析
対

象
と
す
る
。
ま
た
、
史
料
と
し
て
は
『
自
警
』（
警
視
庁
職
員
の
知
識
啓
発
と

精
神
修
養
の
た
め
に
発
行
さ
れ
た
警
察
機
関
誌
）
5
（

）、「
伊
沢
多
喜
男
関
係
文
書
」、

『
東
京
朝
日
新
聞
』
な
ど
の
新
聞
報
道
、
東
京
府
会
の
議
事
速
記
録
な
ど
を
使

用
し
、
昭
和
初
期
の
警
察
人
事
や
派
閥
の
力
学
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

警
視
庁
警
察
署
長
の
位
置
づ
け

警
視
庁
官
制
（
大
正
一
五
年
六
月
三
日
勅
令
第
一
四
五
号
、
第
二
八
条
）
に

よ
れ
ば
、
警
視
庁
の
警
察
署
長
に
は
警
視
、
警
部
が
就
任
し
た
）
6
（

（
以
下
で
は
当

時
の
用
法
に
従
い
警
視
の
警
察
署
長
を
警
視
署
長
、
警
部
の
署
長
を
警
部
署
長

と
呼
称
す
る
）。
警
視
署
長
は
一
〇
〇
人
〜
二
〇
〇
人
以
上
の
署
員
が
所
属
す

る
大
き
な
警
察
署
の
責
任
者
で
あ
り
、
官
庁
街
や
繁
華
街
が
あ
る
東
京
市
内
に

配
置
さ
れ
た
。
そ
れ
に
反
し
て
、
警
部
署
長
は
郊
外
の
郡
部
、
多
摩
地
域
、
新

島
・
八
丈
島
・
小
笠
原
の
よ
う
な
島
嶼
部
に
配
置
さ
れ
、
署
員
数
も
少
な
い
傾

向
に
あ
っ
た
）
7
（

。
こ
の
う
ち
、
警
視
署
長
に
就
任
す
る
に
は
、
以
下
の
二
コ
ー
ス

が
存
在
す
る
。

（
一
）
文
官
高
等
試
験
に
合
格
し
た
有
資
格
者
（
内
務
官
僚
）
が
就
任
す
る

コ
ー
ス
。

（
二
）
府
県
巡
査
と
し
て
採
用
さ
れ
た
後
、
昇
進
試
験
を
突
破
し
て
警
察
署
長

に
累
進
す
る
コ
ー
ス
。

（
一
）
が
内
務
官
僚
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
で
あ
る
の
に
対
し
て
、（
二
）
は
巡

査
か
ら
た
た
き
上
げ
た
無
資
格
者
が
た
ど
る
コ
ー
ス
で
あ
る
。（
二
）
の
キ
ャ

リ
ア
を
築
き
上
げ
た
宮
下
弘
（
特
高
警
察
官
）
に
よ
れ
ば
、「
巡
査
か
ら
は
じ

め
て
警
視
に
な
り
、
警
察
署
長
」
に
な
る
こ
と
を
「
高
文
の
有
資
格
者
を
別
に

す
れ
ば
、
ま
あ
最
高
の
出
世
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
評
す
る
）
8
（

。
つ
ま
り
、

巡
査
出
身
の
警
視
署
長
は
無
資
格
者
の
中
で
は
最
高
の
出
世
で
あ
り
、
多
く
の

警
察
官
の
目
指
す
地
位
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
薄
給
で
労
働
環
境
が
劣
悪
で
あ
っ

た
警
察
官
に
と
っ
て
、
昇
進
は
自
ら
の
生
活
を
改
善
す
る
数
少
な
い
手
段
の
一

つ
で
も
あ
っ
た
）
9
（

。

二

警
視
庁
警
部
・
警
視
の
人
事
傾
向

警
視
署
長
に
な
る
た
め
に
は
、
最
下
級
の
巡
査
を
振
り
出
し
に
、
巡
査
部
長
、

警
部
補
、
警
部
、
警
視
と
い
う
順
序
で
昇
進
試
験
や
詮
衡
を
パ
ス
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
奏
任
文
官
特
別
任
用
令
・
判
任
文
官
特
別
任
用
令
に
よ
れ

ば
、
巡
査
は
在
職
三
年
以
上
で
、
学
術
・
実
務
試
験
を
パ
ス
す
れ
ば
警
部
補
・

警
部
に
昇
進
す
る
。
更
に
警
部
は
、
高
等
試
験
委
員
の
銓
衡
に
よ
り
警
視
へ
昇

進
す
る
。
詮
衡
条
件
は
①
在
職
五
年
以
上
の
警
部
・
警
部
補
で
あ
る
こ
と
、
②

判
任
官
五
級
俸
以
上
の
俸
給
を
受
け
た
者
）
10
（

と
な
っ
て
お
り
、
判
任
官
五
級
俸
が

支
給
さ
れ
る
役
職
に
就
任
す
る
こ
と
が
、
警
視
昇
格
の
絶
対
条
件
と
な
る
。

警
視
庁
の
場
合
、
警
部
の
役
職
は
大
き
く
分
け
て
、
本
部
課
長
、
本
部
係
長
、
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表１　警視庁警部の役職と俸級一覧

俸級 給与額 本部役職 警部署長 署僚警部

3 110円 会計課長

4 97円 目白、砂町

4 95円 鑑識課長 杉並

5 85円

警衛係長、主計係長、衛生係長、出納係長、秘書係
長、捜査第一課第二係長、庶務課長、留置人係長、
往復係長、統計係長、遺失物係長、防犯係長、監察
官附、欧米係長、亜細亜係長、高等係長、用度係長、
検査係長

谷中、日暮里、吾嬬、
蒲田、目黒、代々木、
原宿、府中、滝野川、
大崎、青梅、大井、
尾久、田無、町田、
五日市、戸塚、大島、

西神田、洲崎、月島

6 75円

規画係長、医務係長、警務係長、車輌係長、警備係
長、記録係長、安寧係長、警備隊副長、教養係長、
捜査第二課第二係長、予防係長、特高課警部、保健
係長、獣医、営繕係警部、捜査第一課警部、警察練
習所主事、監察官附、労働課第二係長、特高第二係
長、捜査第二課警部、人事相談係長、内鮮課警部、
欧米係警部、審査係長、風紀係長、警衛係警部、高
等課警部、労働課警部、興行係長、車輌係警部、警
備隊警部、審査係警部、警備係警部

葛飾、池袋、三河島、
八丈島

亀戸、丸ノ内、象潟、
渋谷、富坂、神楽坂、
愛宕、坂本、錦町、
中野、本富士、言問、
大塚、淀橋、荏原、
上野、南千住、久松、
駒込

6 74円 四谷

6 73円 捜査第一課警部、警務係警部、亜細亜係警部、内鮮
課警部、警備隊警部、交通係長、監察官附

早稲田、大森、万世
橋、千住、寺島、三
田、扇橋

6 72円 内鮮課警部、特高課警部、規画係警部 新島 両国、蔵前、表町、
世田谷

6 71円 労働課警部、警備隊警部、内鮮課警部、亜細亜係警
部、欧米係警部、特高課警部 小笠原 築地、廐橋、新場橋、

丸ノ内

6 70円 内鮮課警部、亜細亜係警部 太平

6 69円 警務係警部、労働課警部 板橋、水上、麹町、
鳥居坂

6 68円 警備隊警部、内鮮課警部

6 66円 高等課警部、労働課警部

7 65円 警衛係警部

7 62円 欧米係警部

7 61円 教養係警部

7 59円 特高課警部 堀留

7 20円 文書課長

【備考】 　種村氏警察参考資料第36集「警視庁警部氏名並に俸給」（アジア歴史資料センター：A05020160700）、役職名
や係名については『警視庁統計書　昭和９年』（復刻版　クレス出版　1999年）、『警視庁統計書　昭和10年』（復
刻版　クレス出版　1999年）を参照して補足した。ただし原本不鮮明なため所属不明者が２名存在する。また警
視庁文書課長が俸給20円である理由は判然としていないが原表の通りに翻刻した。また月島署は警部署長である
が原表に従って署僚警部として翻刻した。本資料の作成年月については原表に記載はなかったが、警視庁特別警
備隊が1933年10月に設置され、高等課が1935年６月に情報課へ改称されたことから（警視庁総務部企画課編『警
視庁年表　増補・改訂版』非売品　1980年、107-109頁）、1933年から1935年の間に作成されたと推測される。
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本
部
警
部
（
各
班
の
主
任
を
務
め
る
の
で
主
任
警
部
と
も
呼
称
）
11
（

）、
警
部
署
長
、

署
僚
警
部
（
警
察
署
次
席
）
12
（

）
の
五
種
類
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
警
視
昇
格
が
可
能

と
な
る
判
任
官
五
級
俸
以
上
に
は
本
部
課
長
、
本
部
係
長
、
警
部
署
長
が
該
当

し
た
（
表
一
）。

た
だ
し
、
本
部
と
所
轄
警
察
署
の
ポ
ス
ト
に
は
格
差
が
あ
っ
て
、
本
部
課
長
、

本
部
係
長
の
方
が
警
視
昇
格
に
あ
た
っ
て
は
有
利
と
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
有
能

と
評
価
さ
れ
た
人
間
が
本
部
に
集
め
ら
れ
る
た
め
）
13
（

、
本
部
へ
の
抜
擢
は
警
察
内

部
で
の
自
身
の
地
位
を
高
め
た
。
実
際
、
警
視
庁
人
事
で
は
警
視
は
主
に
本
部

勤
務
者
か
ら
選
ば
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
（
表
二
）
14
（

）。

反
対
に
本
部
か
ら
所
轄
署
へ
転
じ
る
こ
と
は
左
遷
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
本

部
係
長
が
警
部
署
長
に
配
さ
れ
る
こ
と
は
異
例
な
ケ
ー
ス
か
左
遷
と
見
な
さ
れ

た
）
15
（

。
俸
級
面
か
ら
み
て
も
警
部
署
長
は
本
部
係
長
と
同
格
か
そ
れ
以
下
の
ポ
ス

ト
で
あ
る
。
ま
た
警
部
署
長
の
配
置
先
は
三
多
摩
地
域
や
新
島
・
八
丈
島
・
小

笠
原
の
よ
う
な
島
嶼
部
で
あ
り
、
警
部
署
長
へ
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
市
中
心
地

か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
。
ま
た
俸
級
面
で
は
同
格
と
な
る
本

部
警
部
（
主
任
警
部
）
と
、
所
轄
署
の
署
僚
警
部
の
間
に
も
格
差
が
存
在
し
た
。

署
僚
警
部
は
、
警
部
の
「
下
積
み
」
ポ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ

る
）
16
（

。
た
と
え
ば
一
九
三
〇
年
二
月
に
警
視
庁
は
、
署
僚
警
部
未
設
置
の
一
〇
署

に
署
僚
警
部
を
新
し
く
配
置
し
た
が
、
任
命
さ
れ
た
警
部
は
警
部
補
か
ら
昇
任

し
た
ば
か
り
の
〝
新
米
〞
で
あ
っ
た
）
17
（

。
ま
た
署
僚
警
部
と
し
て
経
験
を
積
ん
だ

警
部
を
本
部
主
任
警
部
に
引
き
上
げ
る
ル
ー
ト
が
あ
り
）
18
（

、
本
部
主
任
警
部
か
ら

署
僚
警
部
に
配
転
さ
れ
る
こ
と
は
、「
下
積
み
」
ポ
ス
ト
へ
の
降
格
と
も
な
り

表２　政権交代時の警察人事・昇格者内訳

〈政権交代時の警視昇格者の内訳〉

人事発令日時 1927年6月 1929年7月 1932年1月～2月

内　閣 田中政友会内閣 浜口民政党内閣 犬養政友会内閣

本部勤務警部
（係長、監察官附など） 9 5 4

警部署長 2 2 4

内務省からの出向 1 0 1

合　計 12 7 9

〈政権交代時の警視庁警視人事〉

人事発令日時 1927年6月 1929年7月 1932年1月～2月

内　閣 田中政友会内閣 浜口民政党内閣 犬養政友会内閣

警視昇格者 12 7 9

復活組
（免官・休職からの復職） 2 5 9

免官・休職警視 12 10 14

【備考】 　1927年６月７日『東京朝日新聞』朝刊７頁、1929年７月27日『東京朝日新聞』
夕刊２頁、『自警』（第14巻第150号）1932年２月号128頁を参照して作成。
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か
ね
な
い
。
最
後
に
政
党
内
閣
期
に
濫
用
さ
れ
た
文
官
分
限
令
第
一
一
条
第
一

項
第
四
号
に
よ
る
休
職
）
19
（

、
更
に
上
司
に
よ
り
辞
表
提
出
を
強
要
さ
れ
る
ケ
ー
ス

（
表
向
き
は
「
依
願
免
官
」
と
発
表
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
不
当
人
事
に
抗

議
す
る
目
的
で
辞
表
を
提
出
し
た
場
合
も
、
強
制
的
な
免
官
と
同
様
に
見
な
す

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

三

警
察
署
長
た
ち
の
「
党
派
性
」

こ
こ
で
は
、
政
党
内
閣
下
の
警
視
庁
警
視
署
長
た
ち
の
政
党
色
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
黒
澤
良
に
よ
れ
ば
、
田
中
義
一
内
閣
の
鈴
木
喜
三
郎
内
相
の
下
で

月
曜
会
が
結
成
さ
れ
、
省
内
に
政
友
会
鈴
木
派
が
誕
生
し
た
。
そ
し
て
内
務
省

の
要
職
の
す
べ
て
を
鈴
木
派
が
固
め
た
。
警
視
庁
も
警
視
総
監
宮
田
光
雄
を
筆

頭
に
、
木
島
茂
（
警
務
部
長
）、
久
保
田
金
四
郎
（
刑
事
部
長
）
ら
鈴
木
派
が

要
職
を
固
め
た
）
20
（

。

そ
し
て
鈴
木
派
主
導
の
下
、
一
九
二
七
年
六
月
に
警
視
庁
警
察
署
長
人
事
が

発
令
さ
れ
た
。（
以
下
、
人
事
を
主
導
し
た
警
視
庁
警
務
部
長
木
島
茂
に
ち
な

ん
で
木
島
人
事
と
呼
称
す
る
）。
木
島
人
事
で
は
警
視
署
長
江
口
治
、
立
山
合
戦
、

多
賀
谷
岩
次
郎
、
薗
部
久
五
郎
、
児
玉
勝
一
郎
、
関
口
仙
右
衛
門
、
吉
野
弥
三

郎
、
八
塚
利
三
郎
、
加
藤
芳
香
、
関
口
曾
兵
衛
ら
が
「
依
願
」
免
官
と
な
っ
た
）
21
（

。

こ
れ
ら
は
表
向
き
「
依
願
」
免
官
と
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
は
木
島
警
務
部
長

に
強
要
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
）
22
（

。『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
よ
れ
ば
朴
烈

事
件
の
関
係
者
、
立
憲
民
政
党
と
関
係
が
あ
る
者
が
免
官
対
象
に
な
っ
た
と
い

う
）
23
（

。
ま
た
政
友
会
系
署
長
の
復
活
人
事
も
行
わ
れ
た
）
24
（

。

浜
口
雄
幸
民
政
党
内
閣
が
成
立
し
た
直
後
の
、
一
九
二
九
年
七
月
人
事
で
は

江
口
治
、
立
山
合
戦
、
加
藤
芳
香
、
百
鳥
喜
一
、
宮
田
喜
佐
久
の
五
名
が
警
視

庁
警
視
と
し
て
復
活
し
た
）
25
（

。
い
ず
れ
も
政
友
会
内
閣
に
よ
っ
て
免
官
に
追
い
込

ま
れ
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
（
百
鳥
・
宮
田
は
他
府
県
で
更
迭
人
事
を
受
け
て
い

る
）
26
（

）、
周
囲
か
ら
は
民
政
党
系
と
目
さ
れ
た
。

第
二
次
若
槻
礼
次
郎
内
閣
を
経
て
、
再
度
政
友
会
を
与
党
と
す
る
犬
養
毅
内

閣
が
成
立
す
る
。
内
閣
成
立
直
後
の
一
九
三
二
年
一
月
人
事
で
は
、
民
政
党
内

閣
で
の
復
活
組
で
あ
る
江
口
治
、
立
山
合
戦
、
八
塚
利
三
郎
、
百
鳥
喜
一
、
民

政
党
内
閣
期
に
警
視
昇
格
を
果
た
し
た
幹
部
が
休
職
処
分
と
な
っ
た
。
民
政
党

系
署
長
の
罷
免
が
行
わ
れ
る
一
方
で
、
民
政
党
内
閣
期
に
罷
免
さ
れ
て
い
た
警

視
署
長
ら
が
多
数
復
活
し
た
）
27
（

。
民
政
党
内
閣
期
に
罷
免
さ
れ
、
犬
養
内
閣
で
復

職
し
た
大
串
為
八
（
駒
込
署
長
）
は
署
内
で
『
日
本
警
察
新
聞
』
記
者
に
対
し
、

「
茲
処
は
民
政
党
の
巣
窟
だ
ソ
ラ
若
槻
、
幣
原
等
）々
28
（

」
と
民
政
党
に
対
す
る
敵

愾
心
と
も
取
れ
る
放
言
を
し
て
お
り
、
警
察
署
長
の
間
で
も
党
派
的
な
対
立
感

情
が
生
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

政
党
色
を
理
由
に
免
官
さ
れ
た
元
署
長
た
ち
の
進
路
は
大
き
く
二
つ
に
分
か

れ
た
。
一
つ
目
は
政
党
の
地
方
政
治
家
に
転
じ
る
進
路
で
あ
る
。
二
つ
目
は
警

察
へ
の
復
職
を
希
望
し
、
浪
人
時
代
に
民
政
党
の
院
外
活
動
に
従
事
す
る
か
、

あ
る
い
は
企
業
に
再
就
職
し
て
生
活
費
等
を
得
る
と
い
う
進
路
で
あ
る
。
田
中

内
閣
に
よ
っ
て
免
官
さ
れ
た
民
政
党
系
署
長
の
事
例
を
見
る
と
、
前
者
を
選
ん

だ
多
賀
谷
岩
次
郎
は
一
九
二
九
年
一
一
月
の
東
京
市
区
議
選
挙
で
民
政
党
候
補
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（
日
本
橋
区
）
と
し
て
出
馬
、
当
選
し
た
）
29
（

。
一
方
、
八
塚
利
三
郎
は
後
者
を
選

択
し
、
京
成
電
車
に
就
職
し
て
再
起
を
窺
っ
て
い
る
）
30
（

。

以
上
の
通
り
、
政
党
内
閣
下
の
警
察
人
事
は
政
党
の
政
権
交
代
に
連
動
し
て

い
た
。
野
党
系
の
内
務
官
僚
が
罷
免
さ
れ
、
与
党
系
幹
部
が
送
り
込
ま
れ
る
過

程
で
、
野
党
と
関
係
す
る
警
察
幹
部
が
大
量
に
罷
免
さ
れ
た
。
し
か
し
、
警
察

内
部
の
人
間
関
係
や
派
閥
は
複
雑
で
あ
り
、
政
党
や
政
治
活
動
に
は
回
収
で
き

な
い
性
質
を
有
し
た
。

四

警
察
内
部
に
お
け
る
非
政
治
的
な
関
係
性

政
党
や
政
党
色
に
回
収
で
き
な
い
性
質
を
持
つ
、
非
政
治
的
な
情
誼
や
人
間

関
係
の
事
例
と
し
て
は
八
塚
利
三
郎
と
西
久
保
弘
道
の
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

八
塚
利
三
郎
（
愛
媛
出
身
、
県
立
松
山
中
学
卒
）

一
九
一
〇
年
一
年
志
願
兵
と
し
て
野
砲
兵
に
入
隊
。
一
九
一
一
年
福
島
県

巡
査
拝
命
。
一
九
一
二
年
福
島
県
警
部
補
。
一
九
一
四
年
北
海
道
警
部
補

と
し
て
出
向
。
一
九
一
五
年
三
月
北
海
道
庁
警
部
。
一
九
一
六
年
一
月
警

視
庁
警
部
（
芝
愛
宕
、
浅
草
七
軒
町
署
等
に
勤
務
）。
一
九
一
八
年
警
察

講
習
所
助
教
授
。
一
九
二
四
年
警
視
に
昇
進
、
一
二
月
本
所
向
島
警
察
署

長
。
一
九
二
七
年
六
月
（
田
中
政
友
会
内
閣
期
）
免
官
、
一
九
三
〇
年
（
浜

口
民
政
党
内
閣
期
）
警
視
庁
警
視
と
し
て
復
職
、
菊
谷
橋
警
察
署
長
。
一

九
三
二
年
一
月
（
犬
養
政
友
会
内
閣
期
）
休
職
）
31
（

。

八
塚
は
巡
査
か
ら
警
視
へ
累
進
し
た
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
政
友
会
内
閣

期
に
罷
免
↓
民
政
党
内
閣
期
に
復
活
↓
政
友
会
内
閣
期
に
罷
免
、
と
い
う
キ
ャ

リ
ア
を
た
ど
っ
た
典
型
的
な
民
政
党
系
署
長
で
あ
る
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
に

よ
れ
ば
、
八
塚
が
民
政
党
系
と
目
さ
れ
た
理
由
は
、
西
久
保
弘
道
と
懇
意
の
関

係
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
）
32
（

。
西
久
保
は
第
二
次
大
隈
内
閣
で
警
視
総
監
を
務

め
た
ほ
か
、
第
一
次
若
槻
内
閣
下
で
東
京
市
長
に
就
任
し
た
民
政
党
系
内
務
官

僚
で
あ
る
）
33
（

。
し
か
し
、
八
塚
自
身
に
よ
れ
ば
、
西
久
保
と
の
関
係
は
政
党
活
動

や
政
党
色
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
剣
道
の
師
弟
関
係
に
基
づ
く
非
政
治
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

〔
西
久
保
〕
先
生
が
愛
媛
県
の
内
務
部
長
の
時
自
分
は
松
山
中
学
校
の
四

年
生
で
あ
っ
て
、
其
の
時
か
ら
先
生
に
剣
道
の
教
え
を
受
け
、
先
生
が
福

島
県
知
事
の
時
に
は
福
島
県
へ
、
北
海
道
長
官
の
時
に
は
北
海
道
へ
、
警

視
総
監
の
時
に
は
東
京
へ
と
、
明
治
三
十
九
年
の
夏
か
ら
、
お
亡
く
な
り

に
な
ら
れ
た
昭
和
五
年
の
夏
ま
で
、
三
十
有
余
年
間
、
影
の
形
に
従
う
が

如
く
先
生
の
後
を
追
い
か
け
て
、
先
生
の
御
指
導
を
受
け
た
身
で
あ
る
）
34
（

田
中
内
閣
で
免
官
と
な
っ
た
後
、
八
塚
は
京
成
電
車
に
就
職
し
、
警
察
へ
の
復

職
を
待
っ
た
（
前
述
）。

や
が
て
民
政
党
政
権
誕
生
（
浜
口
内
閣
成
立
）
に
よ
り
、
政
友
会
内
閣
で
罷
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免
さ
れ
た
元
署
長
た
ち
に
復
活
の
チ
ャ
ン
ス
が
訪
れ
る
。
た
と
え
ば
、
江
口
治

は
自
ら
の
元
上
司
で
あ
る
湯
浅
倉
平
（
第
二
次
山
本
権
兵
衛
内
閣
・
警
視
総
監
）

や
赤
池
濃
（
加
藤
友
三
郎
、
清
浦
奎
吾
内
閣
・
警
視
総
監
）
35
（

）
な
ど
の
推
薦
を
取

り
付
け
て
警
視
庁
警
視
に
復
活
、
警
視
庁
刑
事
部
捜
査
第
一
課
長
へ
就
任
し
た
）
36
（

。

西
久
保
弘
道
も
ま
た
八
塚
利
三
郎
の
復
職
運
動
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
時
西
久

保
は
既
に
重
度
の
腎
臓
病
を
患
い
（
一
九
三
〇
年
七
月
八
日
死
去
）、
更
に
政

治
の
世
界
か
ら
も
事
実
上
引
退
し
て
お
り
）
37
（

、
西
久
保
自
身
に
は
八
塚
の
復
職
を

斡
旋
す
る
だ
け
の
権
力
は
も
は
や
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
西
久
保
は
八
塚
の
復

職
を
丸
山
鶴
吉
警
視
総
監
に
依
頼
し
た
が
失
敗
し
、
内
務
省
人
事
に
影
響
力
を

持
つ
盟
友
・
伊
沢
多
喜
男
）
38
（

に
直
接
助
力
を
懇
請
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
西
久

保
は
次
の
書
簡
を
伊
沢
宛
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

病
中
乱
筆
御
免
可
被
下
候
（
中
略
）
却
説
政
友
会
時
代
ニ
馘
首
の
厄
に
遭

ひ
た
る
署
長
之
内
八
塚
利
三
郎
は
老
生
数
十
年
来
懇
意
の
も
の
ニ
有
之
丸

山
ニ
も
依
頼
致
置
候
得
共
世
間
の
風
評
は
加
藤
八
塚
は
復
活
六
ヶ
敷
も
よ

う
ニ
有
之
或
は
加
藤
は
面
目
ニ
か
け
斡
旋
す
る
も
の
あ
る
故
出
来
得
べ
き

と
す
る
も
八
塚
は
駄
目
な
ら
ん
と
の
話
ニ
て
老
生
も
閉
口
致
居
候
様
の
次

第
何
卒
御
高
配
相
煩
度
区
々
一
署
長
の
進
退
ニ
つ
き
彼
是
申
上
何
と
も
申

訳
無
之
候
）
39
（

八
塚
の
復
職
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
八
塚
と
競
合
す
る
元
署
長
・
加
藤
芳
香
の

存
在
と
、
加
藤
を
強
力
に
支
援
す
る
者
が
い
る
こ
と
を
西
久
保
書
簡
は
示
す
。

加
藤
芳
香
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

加
藤
芳
香
（
愛
媛
出
身
、
東
京
外
国
語
学
校
中
退
）

一
九
一
一
年
歩
兵
第
六
九
連
隊
入
隊
（
一
九
一
三
年
満
期
除
隊
）、
一
九

一
四
年
石
川
県
巡
査
、巡
査
部
長
昇
進
後
、九
月
警
察
官
練
習
所
入
所
（
一

九
一
五
年
二
月
卒
業
）。
一
九
一
五
年
一
二
月
警
部
補
。
一
九
一
八
年
一

月
警
部
、
石
川
県
警
察
部
保
安
課
勤
務
。
一
九
一
九
年
金
石
警
察
署
長
。

一
九
二
一
年
六
月
内
務
属
。
一
九
二
二
年
一
一
月
警
視
。
北
海
道
夕
張
警

察
署
長
。
一
九
二
四
年
一
〇
月
大
分
県
大
分
警
察
署
長
。
一
九
二
六
年
一

二
月
牛
込
早
稲
田
警
察
署
長
。
一
九
二
七
年
六
月
（
田
中
政
友
会
内
閣
期
）

免
官
）
40
（

。

『
日
本
警
察
新
聞
』
に
よ
れ
ば
、
加
藤
は
松
村
義
一
（
大
分
県
知
事
、
内
務
省

警
保
局
長
を
歴
任
）
41
（

）
に
よ
っ
て
警
視
庁
早
稲
田
警
察
署
長
に
抜
擢
さ
れ
た
人
物

で
あ
り
、
そ
れ
が
原
因
で
田
中
内
閣
で
の
免
官
処
分
に
繋
が
っ
た
と
観
測
さ
れ

る
）
42
（

。
実
際
、
加
藤
と
松
村
は
共
に
七
日
会
（
民
政
党
系
官
僚
グ
ル
ー
プ
）
に
加

盟
し
て
い
る
）
43
（

。
し
た
が
っ
て
、
西
久
保
書
簡
で
示
唆
さ
れ
た
加
藤
の
支
援
者
は

松
村
義
一
と
推
定
さ
れ
る
。
病
身
の
西
久
保
と
は
対
照
的
に
、
松
村
の
政
治
的

影
響
力
は
健
在
で
あ
っ
た
。
松
村
自
身
が
警
視
総
監
候
補
の
下
馬
評
に
上
が
っ

た
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
斡
旋
に
よ
っ
て
阿
部
嘉
七
（
七
日
会
員
）
を
警
視
庁

刑
事
部
長
に
就
任
さ
せ
る
な
ど
、
警
視
庁
人
事
に
絶
大
な
影
響
力
を
振
る
っ
た
）
44
（

。

更
に
浜
口
内
閣
で
復
職
し
た
内
務
官
僚
の
大
半
が
七
日
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
な
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ど
）
45
（

、
七
日
会
員
の
加
藤
芳
香
の
復
職
に
は
有
利
な
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
。
結

果
、
一
九
二
九
年
七
月
の
警
視
庁
人
事
で
加
藤
の
復
職
が
決
定
す
る
一
方
、
八

塚
は
復
職
に
失
敗
し
た
。
松
村
と
西
久
保
の
政
治
的
影
響
力
の
差
、
そ
し
て
七

日
会
員
で
あ
る
加
藤
と
非
会
員
の
八
塚
と
い
う
差
が
人
事
に
明
暗
を
分
け
た
の

で
あ
る
。（
た
だ
し
、
八
塚
も
一
九
三
〇
年
に
は
警
視
庁
菊
谷
橋
署
長
と
し
て

復
活
す
る
）
46
（

）。

警
察
内
部
の
派
閥
は
政
党
や
政
治
活
動
に
還
元
で
き
な
い
複
雑
な
性
質
を
有

し
て
い
た
。
た
と
え
ば
警
視
庁
警
察
署
長
・
八
塚
利
三
郎
と
内
務
官
僚
・
西
久

保
弘
道
の
関
係
性
は
、
剣
道
の
師
弟
関
係
に
基
づ
く
非
政
治
的
な
関
係
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
政
党
内
閣
下
の
警
察
人
事
で
は
、
人
脈
の
有
無
に
よ
っ
て
当
人

の
所
属
政
党
や
党
派
を
判
断
し
た
た
め
、
政
治
的
か
非
政
治
的
か
を
問
わ
ず
、

野
党
系
官
僚
と
関
係
を
有
す
る
警
察
幹
部
は
一
方
的
に
罷
免
の
対
象
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
復
職
人
事
の
場
合
、
政
党
系
警
察
幹
部
の
間
で
も
つ
な
が
り
を
有
す

る
官
僚
の
政
治
力
や
影
響
力
の
有
無
に
よ
っ
て
復
職
の
可
否
が
左
右
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
、
同
じ
政
党
に
関
係
を
持
つ
（
あ
る
い
は
持
つ
と
見
な
さ
れ
た
）
警

察
幹
部
の
間
で
も
、
複
雑
な
派
閥
対
立
や
競
争
が
生
じ
、
警
察
人
事
を
ま
す
ま

す
混
乱
に
導
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
有
力
な
官
僚
に
よ
る
非
公
式
な
人
事

斡
旋
が
警
察
人
事
の
透
明
性
と
公
平
性
を
阻
害
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

当
然
な
が
ら
、
警
察
官
の
間
で
は
政
党
人
事
へ
の
不
満
が
強
ま
っ
て
い
く
。

た
と
え
ば
犬
養
内
閣
に
よ
る
警
察
人
事
を
前
に
し
て
、『
日
本
警
察
新
聞
』（
八

七
九
号
）
一
九
三
二
年
一
月
で
は
、
如
石
生
「
警
察
漫
談

城
南
逸
人
と
語
る
」

と
い
う
匿
名
の
対
談
企
画
が
組
ま
れ
た
。
対
談
者
の
素
性
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
が
、
内
容
か
ら
警
察
関
係
者
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
田
中
内
閣
期
の

警
察
人
事
が
嫌
悪
感
と
共
に
想
起
さ
れ
て
い
る
。

就
き
ま
し
て
は
前
政
友
会
内
閣
〔
田
中
内
閣
〕
が
遣
つ
た
様
な
荒
い
療
治

を
し
な
い
で
事
情
已
む
を
得
な
い
も
の
の
み
を
唯
其
署
を
交
替
す
る
位
に

し
て
で
す
な
ヒ
ド
イ
更
迭
を
遣
ら
な
い
様
に
骨
折
つ
て
頂
け
な
い
で
せ
う

か（
中
略
）
併
し
尤
も
ぢ
や
そ
れ
に
違
い
な
い
即
ち
初
任
八
円
乃
至
十
二
円

十
五
円
位
の
巡
査
か
ら
叩
き
上
げ
て
来
て
春
風
秋
雨
真
に
一
生
を
警
察
界

に
捧
け
て
日
曜
で
も
夜
で
も
自
宅
よ
り
も
警
察
を
楽
し
み
に
し
て
出
勤
し

て
ゐ
て
職
務
大
事
に
職
務
以
外
に
は
何
も
の
も
な
い
も
の
を
チ
ヨ
ン
斬
る

様
な
事
を
し
て
は
実
際
国
家
の
為
に
憂
ふ
べ
き
事
ぢ
や
政
党
政
治
の
弊
を

矯
め
る
の
に
は
コ
ン
ナ
と
こ
ろ
か
ら
改
め
て
行
か
な
け
れ
ば
駄
目
ぢ
や

（
後
略
）

今
の
遣
り
方
は
実
際
困
り
ま
す
仮
令
へ
は
高
知
の
出
身
の
警
察
官
が
居
り

ま
せ
う
あ
れ
は
高
知
ぢ
や
浜
口
ぢ
や
富
田
ぢ
や
斬
つ
て
仕
舞
へ
其
高
知
出

身
な
る
も
の
は
未
だ
嘗
て
浜
口
の
門
を
窺
い
た
こ
と
も
な
い
あ
れ
は
鹿
児

島
だ
床
次
だ
斬
つ
て
仕
舞
へ
豈
図
ら
ん
や
本
人
は
床
次
と
口
を
聞
い
た
事

も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
）
47
（

薄
給
や
激
務
に
耐
え
て
き
た
警
察
官
を
党
派
的
理
由
（
そ
れ
も
不
確
か
な
理

由
）
で
免
官
す
る
こ
と
へ
の
不
満
が
警
察
内
部
で
は
燻
っ
て
い
た
の
で
あ
る
）
48
（

。
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ま
た
、
政
党
系
幹
部
の
復
活
者
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
新
進
登
用
の
枠
は
狭
ま

る
た
め
、
そ
の
点
で
も
現
役
警
察
官
た
ち
の
不
満
を
高
め
た
で
あ
ろ
う
。

五

民
政
党
に
よ
る
警
察
批
判
と
限
界

政
治
的
な
理
由
で
警
察
幹
部
を
入
れ
替
え
る
こ
と
は
、
警
察
の
政
治
的
中
立

性
や
組
織
の
能
率
発
揮
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
厳
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
た
。

と
り
わ
け
、
政
府
・
与
党
に
警
察
を
掌
握
さ
れ
、
警
察
に
よ
る
政
治
工
作
を
受

け
る
可
能
性
が
高
い
野
党
に
と
っ
て
、
政
府
・
与
党
を
牽
制
す
る
た
め
に
も
警

察
批
判
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
。

実
際
、
田
中
内
閣
期
の
一
九
二
七
年
一
二
月
に
は
、
西
久
保
弘
道
東
京
市
長

（
民
政
党
系
）
が
罷
免
さ
れ
る
事
件
が
起
き
た
。
政
友
会
系
幹
部
が
統
括
す
る

警
視
庁
が
、
疑
獄
事
件
の
摘
発
を
ほ
の
め
か
し
て
民
政
党
系
市
会
議
員
を
切
り

崩
し
、
西
久
保
を
罷
免
に
追
い
込
ん
だ
と
い
う
）
49
（

。
当
時
、
国
政
に
お
い
て
野
党

で
あ
っ
た
民
政
党
は
東
京
府
会
や
帝
国
議
会
で
、
警
察
の
政
治
的
中
立
性
の
喪

失
を
批
判
し
、
政
友
会
内
閣
を
厳
し
く
牽
制
し
た
。
ま
た
、
一
九
二
〇
年
代
後

半
の
東
京
で
は
、
不
景
気
を
背
景
に
説
教
強
盗
と
呼
ば
れ
る
連
続
強
盗
犯
や
模

倣
犯
の
続
出
に
よ
る
社
会
不
安
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
）
50
（

、
民
政
党
に
よ
る

警
察
批
判
は
、
政
友
会
へ
偏
重
し
た
警
視
庁
が
凶
悪
犯
罪
に
対
処
す
る
実
力
が

な
い
こ
と
を
攻
撃
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

一
九
二
八
年
の
東
京
府
通
常
府
会
で
は
、
民
政
党
府
議
が
東
京
府
支
出
の
警

察
費
案
を
巡
っ
て
、
警
視
庁
幹
部
を
厳
し
く
糾
弾
す
る
場
面
が
見
ら
れ
た
。
石

和
田
八
郎
（
民
政
党
）
は
説
教
強
盗
検
挙
に
至
ら
な
い
警
視
庁
の
不
手
際
、
共

産
党
事
件
に
お
け
る
検
挙
失
敗
な
ど
を
批
判
し
た
）
51
（

。
そ
し
て
、
永
谷
武
右
衛
門

（
民
政
党
）
52
（

）
が
警
視
庁
の
政
党
化
を
批
判
し
た
。

最
近
警
視
庁
ノ
政
党
化
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、（
中
略
）
是
ハ
所
謂

藩
閥
内
閣
時
代
政
党
ヲ
操
縦
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ノ
必
要
カ
ラ
警
視
総
監
ヲ

使
嗾
イ
タ
シ
マ
シ
テ
其
権
力
ト
背
後
ノ
威
力
ヲ
以
テ
政
党
ヲ
操
縦
シ
タ
時

代
ノ
是
ハ
遺
習
ガ
今
日
猶
残
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
中
略
）
警
視
庁

ガ
陋
習
ヲ
今
尚
用
ヒ
テ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
至
リ
マ
シ
テ
ハ
我
々
ハ
実
ニ

内
閣
ニ
向
ツ
テ
重
大
ナ
ル
一
指
ヲ
染
メ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
信
ズ
ル
モ
ノ

デ
ア
リ
マ
ス
）
53
（

永
谷
は
警
視
庁
が
「
反
対
党
ヲ
切
崩
シ
、
反
対
党
ヲ
圧
迫
シ
、
不
正
ナ
ル
手
段

ニ
依
ツ
テ
反
対
党
ノ
勢
力
ヲ
失
墜
」
さ
せ
る
た
め
に
行
動
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
追
及
し
た
）
54
（

。
こ
れ
に
対
し
、
警
視
庁
官
房
主
事
・
品
川
主
計
）
55
（

は
「
現
在

警
視
庁
ガ
政
党
化
シ
テ
居
ル
ト
ハ
考
ヘ
テ
居
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
政
党
化

を
一
応
否
定
し
た
が
、「
抽
象
的
デ
ハ
ア
リ
マ
ス
ル
ケ
レ
ド
モ
、
私
ノ
所
信
ヲ

申
上
ゲ
」
る
と
断
っ
た
う
え
で
、
以
下
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

全
国
ヲ
通
ジ
テ
警
察
部
長
乃
至
警
視
庁
ノ
警
視
総
監
ノ
権
限
ト
シ
テ
高
等

警
察
ト
云
フ
一
項
目
ガ
義
務
ト
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
コ
デ
其

高
等
警
察
ノ
内
容
ト
云
フ
ノ
ハ
唯
政
治
上
ノ
動
キ
ヲ
知
ル
ト
云
フ
ニ
止
マ
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ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ケ
レ
ド
モ
、
警
察
部
長
ト
ナ
リ
或
ハ
警
視
庁
ニ
付

テ
言
ヒ
マ
ス
ナ
ラ
バ
官
房
主
事
ト
ナ
ツ
タ
者
ハ
多
ク
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
此

機
会
ニ
於
テ
大
イ
ニ
ヤ
ツ
テ
ヤ
ラ
ウ
、
大
イ
ニ
出
世
シ
タ
イ
、
斯
ウ
云
フ

考
ヲ
起
シ
マ
シ
テ
、
往
々
ニ
シ
テ
為
ス
ベ
キ
範
囲
ヲ
超
エ
テ
、
職
務
ノ
範

囲
ヲ
超
エ
テ
大
イ
ニ
策
動
ヲ
ス
ル
コ
ト
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ガ
即

チ
時
ト
シ
テ
警
視
庁
ガ
政
党
化
ス
ル
ト
言
ハ
レ
ル
所
以
ダ
ト
考
ヘ
ル
ノ
デ

ア
リ
マ
ス
）
56
（

結
局
、
品
川
は
「
私
ハ
左
様
ナ
考
ハ
毛
頭
持
ツ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
」
と
自
身
の

関
与
は
否
定
し
た
が
、
警
視
庁
や
警
察
の
政
党
化
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
）
57
（

。

一
二
月
二
三
日
に
は
近
藤
誠
一
郎
（
民
政
党
）
が
、
一
九
二
九
年
度
警
察
費

か
ら
機
密
費
五
万
円
の
削
減
を
要
求
す
る
「
府
第
二
号
議
案
中
警
察
費
ニ
関
ス

ル
調
査
委
員
少
数
者
意
見
報
告
」
を
行
っ
た
）
58
（

。
府
会
で
の
口
頭
陳
述
で
、
近
藤

は
東
京
府
か
ら
支
出
し
た
機
密
費
が
「
東
京
府
ノ
治
安
維
持
ノ
目
的
以
外
ニ
政

治
的
方
面
ニ
」
流
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
根
拠
と
し
て
「〔
品
川
主
計
〕

官
房
主
事
ガ
委
員
会
ノ
席
上
ニ
於
テ
、
成
程
従
来
ハ
自
分
ガ
見
テ
以
テ
感
心
シ

ナ
イ
ト
云
フ
方
面
ニ
使
ツ
テ
居
ル
ト
云
フ
事
実
ヲ
認
メ
テ
居
ル
」
と
述
べ
た
）
59
（

。

た
だ
し
、
機
密
費
削
減
案
は
民
政
党
側
の
足
並
み
が
乱
れ
た
た
め
否
決
さ
れ
、

警
察
費
は
原
案
通
り
と
な
っ
た
）
60
（

。

一
九
二
九
年
二
月
一
六
日
の
第
五
六
回
帝
国
議
会
衆
議
院
本
会
議
で
は
、
横

山
勝
太
郎
（
民
政
党
、
東
京
府
第
一
区
）
61
（

）
ら
に
よ
り
「
帝
都
ノ
安
寧
秩
序
ニ
関

ス
ル
決
議
」
が
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
高
木
益
太
郎
（
民
政
党
、
東
京
府
第
三
区
、

『
法
律
新
聞
』
創
刊
者
）
62
（

）
は
説
教
強
盗
な
ど
の
強
盗
多
発
に
よ
る
社
会
不
安
、

警
察
の
捜
査
能
力
の
低
さ
を
糾
弾
し
た
う
え
で
、
原
因
を
警
察
の
政
党
化
に
求

め
た
）
63
（

。何
ガ
警
視
庁
ノ
一
番
ノ
欠
陥
デ
ア
ル
カ
ト
言
ヘ
バ
、
政
治
ニ
偏
ス
ル
コ
ト

ガ
悪
イ
、（
中
略
）
此
内
閣
〔
田
中
義
一
内
閣
〕
ニ
ナ
ッ
タ
時
ド
ウ
云
フ

コ
ト
ヲ
ヤ
ッ
タ
カ
ト
云
フ
ト
、
一
度
ニ
十
七
警
察
署
長
ノ
免
官
休
職
ヲ
命

ジ
タ
）
64
（

つ
ま
り
、
政
治
警
察
へ
の
偏
重
（
市
民
の
身
体
や
財
産
保
護
の
軽
視
）
や
適
性

を
無
視
し
た
党
派
人
事
の
結
果
、
警
察
活
動
に
障
害
が
生
ま
れ
た
と
い
う
ロ

ジ
ッ
ク
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
述
の
浜
口
内
閣
下
の
警
視
庁
人
事
で
明
ら
か

な
通
り
、
民
政
党
も
ま
た
党
派
人
事
を
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
民

政
党
政
権
に
も
当
て
は
ま
る
。
た
だ
、
東
京
府
会
に
お
け
る
論
戦
で
は
、
民
政

党
の
追
及
を
受
け
た
警
視
庁
幹
部
が
政
治
的
偏
向
を
部
分
的
に
認
め
る
な
ど
、

政
治
的
中
立
性
を
喪
失
し
て
い
た
現
状
が
明
る
み
に
さ
れ
た
点
で
成
果
が
あ
っ

た
。

六

警
察
精
神
作
興
運
動
下
の
粛
正
人
事
と
限
界

五
・
一
五
事
件
後
、
党
派
人
事
と
警
察
不
祥
事
の
多
発
に
よ
り
、
危
機
感
を
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深
め
た
松
本
学
（
内
務
省
警
保
局
長
）
ら
内
務
省
「
新
官
僚
」、
そ
し
て
特
高

警
察
が
政
党
勢
力
の
排
除
と
綱
紀
粛
正
の
た
め
、
警
察
精
神
作
興
運
動
を
積
極

的
に
展
開
し
た
）
65
（

。
三
輪
泰
史
に
よ
れ
ば
、
警
察
精
神
作
興
運
動
は
①
警
察
に
対

す
る
政
党
の
影
響
力
を
徹
底
的
に
排
除
し
、「
陛
下
の
警
察
官
」
と
し
て
の
国

家
的
全
体
的
立
場
に
立
つ
、
②
警
察
官
が
鋭
敏
な
情
勢
認
識
（
国
家
「
革
新
」

を
目
指
す
認
識
）
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
、
③
民
衆
に
対
す
る
保
護
・
善

導
の
重
視
と
い
う
特
徴
を
持
つ
）
66
（

。
三
輪
に
よ
れ
ば
警
察
精
神
作
興
運
動
の
結
果
、

愛
知
や
大
阪
を
は
じ
め
と
す
る
府
県
で
政
党
系
警
察
幹
部
の
更
迭
・
綱
紀
粛
正

が
行
わ
れ
、
一
定
程
度
の
効
果
が
あ
り
、
ま
た
警
察
官
の
士
気
向
上
も
見
ら
れ

た
と
い
う
）
67
（

。
確
か
に
、
政
党
に
よ
る
党
派
的
な
人
事
異
動
が
、
警
察
関
係
者
に

と
っ
て
は
不
公
正
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
政
党
色

に
基
づ
く
人
事
の
廃
絶
は
警
察
官
の
士
気
向
上
に
役
立
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
警
察
組
織
か
ら
政
党
勢
力
の
一
掃
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
警
察
内

部
の
派
閥
が
政
治
的
・
非
政
治
的
な
関
係
性
を
併
せ
持
っ
た
重
層
的
な
構
造
で

あ
る
以
上
、
内
務
官
僚
に
よ
る
非
公
式
な
人
事
斡
旋
は
残
り
続
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
警
察
精
神
作
興
運
動
に
関
与
し
た
松
本
学
自
身
も
、
官
僚
に
よ
る
非

公
式
な
人
事
斡
旋
を
不
思
議
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

署
長
の
身
上
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
、
吉
田
前
市
長
に
産
業
組
合
の
方
に

世
話
し
て
貰
う
や
う
訪
問
し
て
頼
ん
で
お
い
た
（『
松
本
学
日
記
』
一
九

三
五
年
四
月
九
日
条
）
68
（

）。

警
察
幹
部
の
再
就
職
先
を
確
保
す
る
た
め
に
、
内
務
官
僚
の
非
公
式
な
人
事

斡
旋
が
大
き
な
影
響
力
を
振
る
っ
た
の
で
あ
る
。
警
察
精
神
作
興
運
動
に
よ
り

官
僚
の
反
政
党
意
識
は
高
ま
っ
た
が
、
警
察
の
人
事
刷
新
に
お
い
て
は
政
党
系

勢
力
の
排
除
に
と
ど
ま
り
、
非
公
式
な
人
事
斡
旋
を
非
と
す
る
風
潮
は
生
ま
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

昭
和
初
期
の
政
党
内
閣
下
で
、
警
察
人
事
は
政
党
色
に
と
ど
ま
ら
ず
、
有
力

な
内
務
官
僚
と
の
結
び
つ
き
に
よ
り
左
右
さ
れ
た
。
高
等
文
官
試
験
に
合
格
し

た
エ
リ
ー
ト
内
務
官
僚
と
、
巡
査
出
身
の
一
般
警
察
官
が
結
合
し
て
派
閥
を
構

成
、
親
分
で
あ
る
内
務
官
僚
の
政
党
化
に
合
わ
せ
て
、
一
般
警
察
官
た
ち
も
政

党
色
を
帯
び
た
。
し
か
し
、
内
務
官
僚
と
一
般
警
察
官
の
関
係
性
は
政
党
や
党

派
に
よ
っ
て
決
ま
る
だ
け
で
は
な
く
、
非
政
治
的
な
関
係
性
に
基
づ
い
た
重
層

的
な
も
の
で
あ
り
、
警
察
内
の
派
閥
構
造
は
極
め
て
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
浜
口
雄
幸
民
政
党
内
閣
で
の
警
視
庁
警
察
署
長
人
事
で
は
、
つ

な
が
り
の
あ
る
官
僚
の
政
治
的
影
響
力
の
差
が
、
元
署
長
た
ち
の
復
職
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
一
方
、
政
党
内
閣
下
の
政
党
色
に
よ
る
警
察
署
長
の
任

免
は
、
警
察
の
政
治
的
中
立
性
を
喪
失
さ
せ
た
こ
と
か
ら
、
二
大
政
党
間
の
紛

争
を
惹
起
し
た
ほ
か
、
理
不
尽
な
人
事
決
定
が
警
察
内
部
で
の
反
政
党
気
運
を

高
め
た
。

五
・
一
五
事
件
後
、
警
察
精
神
作
興
運
動
が
展
開
さ
れ
、
政
党
系
警
察
幹
部



795（316）

の
一
掃
・
政
党
勢
力
の
排
除
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
警
察
精
神
作
興
運
動
は

警
察
組
織
の
腐
敗
や
混
乱
の
責
任
を
政
党
に
帰
す
一
方
で
、
警
察
組
織
内
部
の

非
公
式
な
人
事
斡
旋
の
根
絶
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

注

（
1
）
溝
渕
増
巳
『
巡
査
の
記
録
』（
立
花
書
房

一
九
五
〇
年
）
一
七
三
│
一
七
四
頁
。

内
務
官
僚
で
あ
っ
た
松
本
学
は
福
岡
県
知
事
赴
任
前
に
、
大
塚
惟
精
警
保
局
長
（
前
福

岡
県
知
事
）
か
ら
管
内
警
察
署
長
の
人
柄
、
能
否
、
党
派
的
関
係
を
聞
い
た
こ
と
、
ま

た
民
政
党
系
の
選
挙
活
動
に
積
極
的
に
協
力
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
内
政
史
研
究

会
『
内
政
史
研
究
資
料
第
五
六
│
五
八
集

松
本
学
氏
談
話
速
記
録
（
下
）』
一
九
六

七
年
、
一
六
頁
、
四
七
│
四
八
頁
）。

（
2
）
黒
澤
良
『
内
務
省
の
政
治
史
│
│
集
権
国
家
の
変
容
』（
藤
原
書
店

二
〇
一
三
年
）

一
一
頁
、
三
三
頁
。

（
3
）
前
掲
黒
澤
良
一
〇
│
一
三
頁
、
三
四
頁
、
五
三
頁
。

（
4
）
升
味
準
之
輔
『
日
本
政
党
史
論

第
五
巻
』（
東
京
大
学
出
版
会

一
九
七
九
年
）

二
七
八
│
二
八
一
頁
、
伊
藤
隆
『
昭
和
初
期
政
治
史
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会

一

九
六
九
年
）
七
〇
│
八
一
頁
。

（
5
）
警
視
庁
史
編
さ
ん
委
員
会
（
編
）『
警
視
庁
史

大
正
編
』（
非
売
品

一
九
六
〇
年
）

二
三
四
│
二
三
七
頁
。

（
6
）
警
視
庁
官
制
に
よ
れ
ば
、
警
察
署
長
に
は
広
範
な
権
限
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。「
警

察
署
長
ハ
警
視
又
ハ
警
部
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
上
官
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
部
内
ノ
警
察
、
衛
生
、

徴
発
及
召
集
ニ
関
ス
ル
事
務
（
市
ニ
於
ケ
ル
徴
発
及
召
集
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
除
ク
）
ヲ

掌
理
シ
部
下
ノ
官
吏
ヲ
指
揮
監
督
ス
」（『
官
報
』
一
九
二
六
年
六
月
四
日
、
九
三
頁
）。

（
7
）
東
京
市
内
の
警
察
署
四
〇
署
の
う
ち
月
島
、
谷
中
、
四
谷
を
除
き
、
他
は
全
て
警
視

署
長
で
あ
る
。
警
視
署
長
の
丸
ノ
内
署
（
署
員
二
六
〇
名
）
は
、
警
視
庁
管
内
最
大
の

警
察
署
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
反
し
東
京
市
外
の
郡
部
と
島
嶼
部
の
警
察
署
四
二
署
の

う
ち
警
視
署
長
は
一
三
人
、
警
部
署
長
は
二
九
人
で
あ
る
（『
警
視
庁
統
計
書

昭
和

六
年
度
』
復
刻
版
：
ク
レ
ス
出
版

一
九
九
九
年

四
│
七
頁
）。

（
8
）
宮
下
弘
・
伊
藤
隆
・
中
村
智
子
（
編
著
）『
特
高
の
回
想
│
あ
る
時
代
の
証
言
│
』（
田

畑
書
店

一
九
七
八
年
）
二
四
九
頁
。

（
9
）
福
原
孟
「
警
部
級
の
待
遇
改
善
に
就
て
」『
警
察
協
会
雑
誌
』（
第
三
二
三
号
）
一
九

二
七
年
七
月
号
に
よ
れ
ば
、
警
視
昇
格
に
よ
っ
て
「
漸
く
一
人
前
の
所
得
」
で
あ
る
「
千

三
四
百
円
」
と
な
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
福
原
に
よ
れ
ば
家
族
の
養
育
や
仕
事
上

の
交
際
の
た
め
、
警
察
署
長
に
な
っ
て
も
家
計
は
赤
字
に
な
っ
た
と
い
う
。

（
10
）
大
霞
会
内
務
省
史
編
集
委
員
会
（
編
）『
内
務
省
史

第
二
巻
』（
大
霞
会

一
九
七

〇
年
）
六
二
一
頁
。

（
11
）
警
視
庁
捜
査
第
一
課
第
二
係
長
・
田
多
羅
捃
志
「
強
盗
・
殺
人
・
放
火
（
二
）」『
警

察
協
会
雑
誌
』（
第
四
〇
四
号
）
一
九
三
四
年
三
月
号
、
七
九
頁
に
よ
れ
ば
、
一
九
三

二
年
当
時
の
警
視
庁
捜
査
第
一
課
の
場
合
、
各
捜
査
班
の
責
任
者
を
主
任
警
部
と
呼
称

す
る
。
同
記
事
は
警
察
講
習
所
特
科
第
八
回
刑
事
警
察
講
習
速
記
か
ら
の
転
載
。

（
12
）
戦
前
の
警
察
で
は
、
警
察
署
で
署
長
以
外
の
幹
部
を
署
僚
と
呼
称
す
る
。
こ
れ
は
署

長
で
あ
る
幹
部
と
署
長
で
は
な
い
幹
部
を
区
別
す
る
た
め
で
あ
っ
た
（
藤
岡
政
一
『
警

察
譚
叢

実
務
と
法
理
』
東
亜
書
房

一
九
四
一
年

七
九
頁
│
八
二
頁
）。
警
察
署

処
務
規
程
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
愛
媛
県
や
長
野
県
の
事
例
を
見
る
と
、
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

「
明
治
二
十
三
年
県
政
事
務
引
継
書
」
に
よ
れ
ば
、「
警
察
署
ハ
署
長
ノ
外
警
部
警
部

補
ノ
内
一
名
ヲ
置
キ
之
ヲ
署
僚
ト
ス
」（
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
媛
県
史

資
料
編

近
代
二
』
愛
媛
県

一
九
八
四
年

五
七
〇
頁
）。

「
警
察
署
処
務
規
程
制
定
県
訓
令
」（
一
九
三
五
年
年
一
月
）
第
九
条
に
よ
れ
ば
、「
署

長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
、
署
僚
タ
ル
警
部
又
ハ
警
部
補
若
ハ
巡
査
部
長
中
上
席
者
其
ノ
職

務
ヲ
代
理
ス
」（
長
野
県
編
『
長
野
県
史

近
代
史
料
編

第
四
巻

軍
事
・
警
察
・

司
法
』
長
野
県
史
刊
行
会

一
九
八
八
年

六
一
六
頁
）。

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
署
僚
警
部
と
は
警
察
署
長
の
下
に
置
か
れ
、
署
長
の
代
理
を

務
め
る
次
席
ポ
ス
ト
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
13
）
尾
久
警
察
署
か
ら
本
庁
特
高
課
に
抜
擢
さ
れ
た
宮
下
弘
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
「
や
は
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り
抜
擢
人
事
」
と
述
べ
、
選
抜
基
準
は
「
調
書
の
と
れ
る
警
察
官
」
だ
っ
た
と
回
想
す

る
（
前
掲
宮
下
弘
ほ
か
五
六
頁
）。

（
14
）
宮
下
弘
は
、
自
分
も
含
め
て
本
庁
特
高
課
係
長
（
警
部
）
の
多
く
が
警
視
昇
任
後
、

警
視
署
長
に
転
じ
た
と
指
摘
す
る
（
前
掲
宮
下
弘
ほ
か
二
四
八
│
二
五
〇
頁
）。
こ
れ

は
特
高
に
限
ら
な
い
警
察
全
体
の
人
事
傾
向
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
主
に
警
視
庁
の
刑
事

警
察
活
動
を
取
り
扱
っ
た
田
多
羅
捃
志
・
荻
原
秀
夫
『
名
刑
事
ノ
ー
ト

化
粧
の
秘
密
』

（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社

一
九
五
六
年
）
三
五
頁
も
、
本
庁
係
長
が
署
長
に
栄
転
す

る
際
に
は
、
警
視
昇
格
の
う
え
警
視
署
長
に
配
さ
れ
る
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
た
と

指
摘
す
る
。

（
15
）
宮
下
弘
は
、
本
部
係
長
が
警
部
の
ま
ま
警
部
署
長
に
左
遷
さ
れ
た
事
例
と
し
て
本
部

特
高
係
長
が
「
意
気
が
揚
が
ら
ず
、
ま
も
な
く
警
部
の
ま
ま
三
河
島
警
察
署
長
に
転
じ
」

た
事
例
を
挙
げ
て
い
る
（
前
掲
宮
下
弘
ほ
か
六
七
頁
）。
ま
た
前
掲
田
多
羅
捃
志
・
荻

原
秀
夫
三
五
頁
は
、
捜
査
一
課
係
長
を
務
め
て
い
た
田
多
羅
が
警
部
の
ま
ま
荏
原
署
長

（
警
部
）
に
転
じ
た
こ
と
を
異
例
の
人
事
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
16
）
一
九
三
二
年
一
月
二
八
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
夕
刊
二
頁
。

（
17
）
『
自
警
』（
第
一
二
巻
第
一
二
七
号
）
一
九
三
〇
年
三
月
号
、
一
二
四
頁
。

（
18
）
浅
見
哲
作
、
冥
賀
新
十
郎
の
場
合
、
警
部
補
か
ら
警
部
に
昇
格
す
る
の
と
同
時
に
署

僚
警
部
と
な
っ
た
（
前
掲
『
自
警
』
一
九
三
〇
年
三
月
号
、
一
二
四
頁
）。
そ
し
て
署

僚
警
部
経
験
後
、
両
者
は
一
九
三
二
年
一
月
に
本
庁
捜
査
第
一
課
、
第
二
課
の
主
任
警

部
に
抜
擢
さ
れ
る
（『
自
警
』
第
一
四
巻
第
一
五
〇
号
、
一
九
三
二
年
二
月
号
、
一
二

九
頁
）。

（
19
）
前
掲
黒
澤
良
五
三
頁
。

（
20
）
前
掲
黒
澤
良
六
一
│
六
九
頁
。

（
21
）
一
九
二
七
年
六
月
七
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
七
頁
。

（
22
）
一
九
二
七
年
六
月
三
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
一
一
頁
。

（
23
）
一
九
二
七
年
六
月
三
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
一
一
頁
。

（
24
）
『
日
本
警
察
新
聞
』
に
よ
れ
ば
、
田
中
内
閣
で
復
職
し
た
松
本
末
吉
は
宮
田
光
雄
警

視
総
監
の
元
部
下
で
あ
っ
た
（『
日
本
警
察
新
聞
』
第
七
六
一
号
、
一
九
二
八
年
九
月
、

六
頁
）。
つ
ま
り
、
松
本
は
政
友
会
系
官
僚
に
連
な
る
警
察
署
長
で
あ
っ
た
。
松
本
の

経
歴
に
つ
い
て
は
『
日
本
警
察
新
聞
』（
第
七
一
八
号
）
一
九
二
七
年
七
月
、
六
頁
を

参
照
。

（
25
）
一
九
二
九
年
七
月
二
七
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
夕
刊
二
頁
。

（
26
）
『
日
本
警
察
新
聞
』（
第
七
九
三
号
）
一
九
二
九
年
八
月
、
七
頁
。

（
27
）
一
九
二
九
年
七
月
二
七
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
夕
刊
二
頁
、
一
九
三
〇
年
七
月
三
〇

日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
夕
刊
一
頁
。
一
九
三
一
年
九
月
一
一
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
夕

刊
二
頁
、
一
九
三
二
年
一
月
一
八
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
号
外
一
頁
、『
自
警
』（
第
一

四
巻
第
一
五
〇
号
）
一
九
三
二
年
二
月
号
、
一
二
八
│
一
二
九
頁
。

（
28
）
『
日
本
警
察
新
聞
』（
第
八
八
二
号
）
一
九
三
二
年
二
月
、
一
八
頁
。

（
29
）
『
自
警
』（
第
一
一
巻
第
一
二
四
号
）
一
九
二
九
年
一
二
月
号
、
一
一
七
頁
。『
自
警
』

（
第
一
二
巻
第
一
二
五
号
）
一
九
三
〇
年
一
月
号
、
一
八
〇
頁
。『
自
警
』（
第
二
七
巻

第
一
号
）
一
九
四
五
年
一
月
号
、
二
〇
│
二
一
頁
。『
日
本
警
察
新
聞
』（
第
六
七
一
）

一
九
二
六
年
三
月
、九
頁
。以
上
に
よ
れ
ば
多
賀
谷
は
、伊
沢
多
喜
男
の
元
部
下
で
あ
っ

た
。

多
賀
谷
岩
次
郎

福
島
県
出
身
、
会
津
中
学
校
卒
業
後
、
一
八
八
五
年
埼
玉
県
巡
査
、
一
八
八
六
年

岐
阜
県
巡
査
を
拝
命
。
一
八
九
〇
年
岐
阜
県
巡
査
部
長
、
一
八
九
七
年
岐
阜
県
警

部
（
大
井
警
察
分
署
長
）
を
経
て
、
一
九
〇
〇
年
警
察
監
獄
学
校
卒
業
、
一
九
〇

六
年
警
視
庁
へ
出
向
を
命
じ
ら
れ
、
警
視
庁
第
一
部
刑
事
課
庶
務
係
長
。
一
九
一

三
年
六
月
警
視
庁
警
視
、
麻
布
霞
町
警
察
署
長
、
一
九
一
四
年
麹
町
日
比
谷
警
察

署
長
、
一
九
一
六
年
四
谷
警
察
署
長
、
一
九
一
八
年
牛
込
神
楽
坂
警
察
署
長
、
一

九
一
九
年
日
本
橋
久
松
警
察
署
長
、
一
九
二
二
年
神
田
錦
町
警
察
署
長
、
一
九
二

四
年
京
橋
築
地
警
察
署
長
。

一
九
二
七
年
六
月
の
木
島
人
事
で
免
官
さ
れ
た
際
、『
日
本
警
察
新
聞
』
に
掲
載
さ

れ
た
人
物
評
で
は
「
彼
は
不
偏
不
党
」
で
あ
っ
た
が
、
伊
沢
と
関
係
が
あ
っ
た
た
め
に

「
政
友
会
内
閣
若
く
は
反
憲
政
会
的
内
閣
の
下
に
は
何
時
も
悲
観
説
を
伝
へ
ら
れ
し
も

の
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（『
日
本
警
察
新
聞
』
第
七
一
六
号
、
一
九
二
七
年
六
月
、
七
頁
）。
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（
30
）
『
日
本
警
察
新
聞
』（
第
七
三
〇
号
）
一
九
二
七
年
一
一
月
、
五
頁
に
よ
れ
ば
「
八
塚

利
三
郎
君
、
今
は
京
成
電
車
の
総
監
督
に
お
さ
ま
つ
て
時
機
の
到
来
を
待
つ
て
居
る
が
、

社
長
本
多
氏
の
用
心
棒
と
し
て
東
葛
全
郡
を
民
政
党
の
た
め
に
巡
演
に
出
掛
け
る
そマ

ー

なマ

が
原
稿
を
懐
に
し
て
気
焔
当
る
可
か
ら
す
、
さ
ぞ
腕
の
鳴
る
こ
と
で
せ
う
」
と
皮
肉

ら
れ
て
い
る
。

田
中
内
閣
で
免
官
さ
れ
た
江
口
治
も
、
浪
人
時
代
に
は
「
民
間
で
あ
る
製
造
会
社
の

社
長
」
を
務
め
た
（
江
口
治
「
指
紋
と
鑑
識
の
揺
籃
期
」
警
察
庁
刑
事
局
鑑
識
課
『
警

察
指
紋
制
度
五
〇
周
年
記
念

警
察
指
紋
制
度
の
あ
ゆ
み
』
一
九
六
一
年
、
四
三
八
頁
）。

（
31
）
『
日
本
警
察
新
聞
』（
第
六
八
七
号
）
一
九
二
六
年
九
月
、
一
〇
頁
。『
自
警
』（
第
一

二
巻
第
一
二
九
号
）
一
九
三
〇
年
五
月
号
一
四
一
頁
。
警
視
庁
自
警
会
『
自
警
』（
第

一
四
巻
一
五
〇
号
）
一
九
三
二
年
二
月
号
、
一
二
八
頁
。

（
32
）
一
九
二
七
年
六
月
三
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
一
一
頁
。

（
33
）
牛
山
栄
治
『
西
久
保
弘
道
の
一
生
』（
春
風
館

一
九
六
九
年
）
一
七
二
頁
、
二
一

二
│
二
一
五
頁
。

（
34
）
前
掲
牛
山
栄
治
一
六
三
頁
。

（
35
）
戦
前
期
官
僚
制
研
究
会
（
編
）
秦
郁
彦
（
著
）『
戦
前
期
日
本
官
僚
制
の
制
度
・
組

織
・
人
事
』（
東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
一
年
）
三
五
〇
頁
、
二
七
四
│
二
七
五
頁
。

（
36
）
一
九
二
七
年
六
月
七
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
七
頁
、
一
九
二
九
年
七
月
二
七
日

『
東
京
朝
日
新
聞
』
夕
刊
二
頁
。
前
掲
江
口
治
四
三
八
頁
。

（
37
）
前
掲
牛
山
栄
治
三
二
二
│
三
三
八
頁
。
一
九
二
九
年
八
月
三
日
付
伊
沢
多
喜
男
宛
西

久
保
弘
道
書
簡
で
は
「
老
生
は
毎
朝
五
時
半
よ
り
七
時
ま
で
道
場
を
監
督
致
す
位
が
関

の
山
ニ
て
」
と
政
治
的
影
響
力
の
な
い
自
分
を
嘆
い
て
い
る
（
伊
沢
多
喜
男
文
書
研
究

会
『
伊
沢
多
喜
男
関
係
文
書
』
芙
蓉
書
房
出
版

二
〇
〇
〇
年

三
六
六
│
三
六
七
頁
）。

（
38
）
黒
澤
良
に
よ
れ
ば
、
若
槻
礼
次
郎
内
相
（
第
一
次
・
第
二
次
加
藤
高
明
内
閣
）、
浜

口
雄
幸
内
相
（
第
一
次
若
槻
礼
次
郎
内
閣
）
は
共
に
内
務
行
政
の
知
識
も
経
験
も
乏
し

か
っ
た
た
め
、
内
務
省
人
事
は
内
務
省
幹
部
、
そ
し
て
憲
政
会
系
内
務
官
僚
の
重
鎮
で

あ
る
伊
沢
多
喜
男
の
チ
ェ
ッ
ク
を
経
て
決
定
さ
れ
た
と
い
う
（
前
掲
黒
澤
良
六
〇
│
六

一
頁
）。
ま
た
伊
沢
多
喜
男
と
西
久
保
弘
道
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
前
掲
牛
山
栄
治
一

〇
六
頁
、
一
三
九
│
一
四
一
頁
。

（
39
）
前
掲
『
伊
沢
多
喜
男
関
係
文
書
』
三
六
六
頁
。
伊
沢
多
喜
男
宛
西
久
保
弘
道
書
簡
。

『
伊
沢
多
喜
男
関
係
文
書
』
に
よ
れ
ば
書
簡
の
日
付
は
一
九
二
九
年
七
月
二
一
日
と
推

定
さ
れ
る
。

（
40
）
『
日
本
警
察
新
聞
』（
第
七
〇
二
号
）
一
九
二
七
年
二
月
、
一
四
頁
、
一
九
二
七
年
六

月
七
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
七
頁
。

（
41
）
前
掲
『
戦
前
期
日
本
官
僚
制
の
制
度
・
組
織
・
人
事
』
二
二
〇
頁
。

（
42
）
『
日
本
警
察
新
聞
』（
第
七
一
六
号
）
一
九
二
七
年
六
月
、
七
頁
。

（
43
）
「
七
日
会
員
名
簿
」（
一
九
二
八
年
一
〇
月
）
伊
沢
多
喜
男
関
係
文
書
（
国
立
国
会
図

書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
、
五
八
四
│
一
）。
七
日
会
や
会
員
の
人
物
情
報
に
つ
い
て
は

前
掲
伊
藤
隆
七
〇
│
七
五
頁
、
表
四
「
七
日
会
メ
ン
バ
ー
」
を
参
照
し
た
。

（
44
）
前
掲
『
戦
前
期
日
本
官
僚
制
の
制
度
・
組
織
・
人
事
』
三
二
八
頁
、
丸
山
鶴
吉
『
七

十
年
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』（
非
売
品

一
九
五
五
年
）
一
四
五
│
一
四
六
頁
。
前
掲
「
七

日
会
員
名
簿
」、
前
掲
伊
藤
隆
七
八
│
七
九
頁
、
一
九
二
九
年
七
月
四
日
『
東
京
朝
日

新
聞
』
朝
刊
二
頁
。

（
45
）
前
掲
伊
藤
隆
八
〇
頁
。

（
46
）
前
掲
『
自
警
』
一
九
三
〇
年
五
月
号
一
四
一
頁
。

（
47
）
『
日
本
警
察
新
聞
』（
第
八
七
九
号
）
一
九
三
二
年
一
月
、
五
頁
。

（
48
）
大
阪
府
警
察
官
で
あ
っ
た
河
野
庄
二
郎
は
、
政
党
内
閣
期
の
党
派
人
事
や
腐
敗
、
警

察
を
活
用
し
た
選
挙
工
作
を
批
判
す
る
（
河
野
庄
二
郎
『
サ
ー
ベ
ル
に
か
け
た
生
命

元
警
察
署
長
の
手
記
』
非
売
品

一
九
七
〇
年

一
三
五
│
一
三
八
頁
、
一
四
一
│
一

四
三
頁
、
一
九
〇
│
一
九
一
頁
）。
警
視
庁
特
高
警
察
官
で
あ
っ
た
宮
下
弘
も
、
田
中

内
閣
期
の
警
視
庁
上
層
部
の
政
党
化
や
腐
敗
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
（
前
掲
宮
下
弘

ほ
か
五
三
頁
）。

（
49
）
前
掲
升
味
準
之
輔
三
六
三
頁
。
一
九
二
七
年
一
二
月
一
三
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝

刊
二
頁
に
よ
れ
ば
、
民
政
党
系
市
議
で
あ
る
小
俣
政
一
（
西
久
保
市
長
罷
免
反
対
派
）

は
警
視
庁
当
局
に
よ
る
政
治
的
圧
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
市
会
で
主
張
し
て
い
る
。
ま
た

村
田
五
郎
（
当
時
、
東
京
府
地
方
課
勤
務
）
も
、
西
久
保
市
長
罷
免
事
件
の
背
景
に
警
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察
の
政
治
工
作
や
、
民
政
党
市
会
議
員
に
対
す
る
圧
力
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
（
前
掲

『
内
政
史
研
究
資
料
第
一
二
三
│
一
二
八
集

村
田
五
郎
氏
談
話
速
記
録
１

』
一
二
二

│
一
二
九
頁
、
一
三
四
│
一
三
五
頁
）。

（
50
）
警
視
庁
史
編
さ
ん
委
員
会
『
警
視
庁
史

昭
和
前
編
』（
非
売
品

一
九
六
二
年
）

五
六
〇
│
五
七
五
頁
。

（
51
）
「
昭
和
三
年
東
京
府
通
常
府
会
議
事
速
記
録

第
二
号
」『
昭
和
三
年

東
京
府
通
常

府
会
議
事
速
記
録
』（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵

電
磁
的
記
録
媒
体
番
号
府
刊
Ａ
一
〇

六
号
）
五
五
│
五
七
頁
、
二
八
六
│
二
八
七
コ
マ
。
ま
た
、
一
九
二
八
年
六
月
一
二
日

『
東
京
朝
日
新
聞
』
夕
刊
一
頁
に
よ
れ
ば
、
石
和
田
八
郎
は
神
田
区
選
出
の
民
政
党
府

議
で
あ
る
。

（
52
）
一
九
二
八
年
六
月
一
二
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
二
頁
に
よ
れ
ば
、
永
谷
武
右
衛

門
は
豊
多
摩
郡
選
出
の
民
政
党
府
議
で
あ
る
。

（
53
）
「
昭
和
三
年
東
京
府
通
常
府
会
議
事
速
記
録

第
五
号
」
前
掲
『
昭
和
三
年

東
京

府
通
常
府
会
議
事
速
記
録
』
二
二
六
頁
、
コ
マ
三
七
二
コ
マ
。

（
54
）
前
掲
「
昭
和
三
年
東
京
府
通
常
府
会
議
事
速
記
録

第
五
号
」
二
二
八
頁
、
三
七
三

コ
マ
。

（
55
）
品
川
に
つ
い
て
は
前
掲
『
戦
前
期
日
本
官
僚
制
の
制
度
・
組
織
・
人
事
』
三
五
一
頁

を
参
照
。

（
56
）
前
掲
「
昭
和
三
年
東
京
府
通
常
府
会
議
事
速
記
録

第
五
号
」
二
四
一
│
二
四
二
頁
、

コ
マ
三
七
九
│
三
八
〇
。

（
57
）
同
上
二
四
二
頁
、
コ
マ
三
八
〇
。

（
58
）
「
昭
和
三
年
東
京
府
通
常
府
会
議
事
速
記
録

第
十
号
」
前
掲
『
昭
和
三
年

東
京

府
通
常
府
会
議
事
速
記
録
』
五
三
四
頁
、
五
二
六
コ
マ
。

（
59
）
前
掲
「
昭
和
三
年
東
京
府
通
常
府
会
議
事
速
記
録

第
十
号
」
五
三
五
│
五
三
六
頁
、

五
二
六
│
五
二
七
コ
マ
。

（
60
）
一
九
二
八
年
一
二
月
二
四
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
二
頁
。

（
61
）
衆
議
院
・
参
議
院
（
編
集
）『
議
会
制
度
百
年
史

衆
議
院
議
員
名
鑑
』（
大
蔵
省
印

刷
局

一
九
九
〇
年
）
七
〇
二
頁
。

（
62
）
同
上
三
七
一
頁
。

（
63
）
「
第
五
十
六
回
帝
国
議
会

衆
議
院
議
事
速
記
録
第
十
八
号
」『
官
報
』
一
九
二
九
年

二
月
一
七
日
号
外
、
三
四
六
頁
。

（
64
）
同
上
三
四
七
頁
。

（
65
）
大
日
方
純
夫
『
近
代
日
本
の
警
察
と
地
域
社
会
』（
筑
摩
書
房

二
〇
〇
〇
年
）
二

三
〇
│
二
五
五
頁
。
警
察
精
神
作
興
運
動
を
主
導
し
た
「
新
官
僚
」
ら
が
、
国
家
主
義

運
動
と
共
鳴
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
治
「
天
皇
制
警
察
の
理
念
│
│
フ
ァ
シ

ズ
ム
期
に
お
け
る
警
察
観
念
に
焦
点
を
あ
て
て
」『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊

現
代
の
警

察
』（
日
本
評
論
社

一
九
八
〇
年
）、
林
博
史
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
形
成
期
の
警
保
局

官
僚
」『
歴
史
学
研
究
』（
第
五
四
一
号
）
一
九
八
五
年
五
月
号
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
66
）
三
輪
泰
史
「
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
形
成
期
に
お
け
る
新
官
僚
と
警
察
」『
日
本
史
研
究
』

第
二
五
二
号

一
九
八
三
年
八
月
号
。

（
67
）
前
掲
三
輪
泰
史
論
文
。

（
68
）
『
松
本
学
日
記
』
一
九
三
五
年
四
月
九
日
条
、
松
本
学
（
著
）
伊
藤
隆
・
広
瀬
順
晧

（
編
）『
近
代
日
本
史
料
選
書
一
一

松
本
学
日
記
』（
山
川
出
版
社

一
九
九
五
年
）

一
〇
〇
頁
。




